
   

 

 

 

     ～ 事業主のみなさまへ ～ 

 外国人を雇用する際に、雇用主に在留カードを

確認していないなどの過失がある場合には、処罰

されることがあります。 

 在留カードの「在留期限・ 

在留資格」などの確認を確実 

にお願いします。 

 ガスや電気の点検などを持ち掛けて、

望まない契約を結ばせようとするなどの

悪質な訪問販売が発生しています。 

 ・調査員証の呈示を求める 

 ・すぐ契約せず、相談や確認を 

◎困った時の相談は… 

・消費者ホットライン 

 「１８８」 

・春日部市消費生活 

       センター 

 「０４８－７３９－７１００」 

・警察安全相談窓口 

「＃９１１０」へ 

 

           梅雨時期の交通事故防止  
    梅雨の時期は、視界不良や急ブレーキによるスリップ事故に注意！ 

    出掛ける際は、時間に余裕を持ち、慎重な運転を心掛けましょう      

 万引き      ６件  

 自転車盗     １件 

 部品ねらい    １件 

 その他窃盗    １件 

 

 （４/１～４/３０暫定値） 
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春日部警察署 
☎734‐0110 
牛 島 交 番 
☎763‐6739 
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 麻薬グミなどの危険ドラッグは、麻薬及び

向精神薬取締法において、麻薬と位置づけ、

所持が禁止されています。令和６年１２月か

ら大麻等(麻薬グミなどを含む) 

の使用については麻薬及び 

向精神薬取締法「施用」 

（７年以下の懲役）が適 

用されます。 

 
 

  不法就労防止のご理解とご協力を 

 ～麻薬成分を含むグミなどが蔓延～  


